
総 税 都 第 1 7 号

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日

各道府県総務部長
殿

東京都主税局長

総務省自治税務局長

（ 公 印 省 略 ）

「軽油引取税の課税免除について」の一部改正について

「軽油引取税の課税免除について」（平成２１年４月１日付け総税都第２０号）の一部を別添

のとおり改正しますので、適切に対処されますようよろしくお願いします。
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軽油引取税の課税免除についての一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 船舶の 動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅰ） 二 船舶における動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅰ）

（１） 「船舶」とは、船舶法（明治３２年法律第４６号）の規定による船舶のみ （１） 「船舶」とは、船舶法（明治３２年法律第４６号）の規定による船舶のみ

ならず、漁船、浚渫船、海上自衛隊の艦船等もこれに含まれるものであること ならず、漁船、浚渫船、海上自衛隊の艦船等もこれに含まれるものであること

。なお、外国船籍の船舶の当該船舶の船用品として使用する軽油については、 。なお、外国 船舶の 使用する軽油 は、

法第１４４条の５に規定する「輸出」として取り扱うものであること。 法第１４４条の５に規定する「輸出」として取り扱うものであること。

（２） 略 （２） 略

三 自衛隊の使用する機械等の電源又は動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅱ 三 自衛隊の使用する機械等の電源又は動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅱ

） ）

（１） 法附則第１２条の２の７第１項第２号に規定する「自動車」その他これに （１） 法附則第１２条の２の７第１項第２号に規定する「自動車」その他これに

「類するもの」とは、電源車、けん引車、大型移動整備車、フォークリフト、パ 「類するもの」とは、電源車、けん引車、大型移動整備車、フォークリフト、パ

ワーショベル、乗用草刈機等がこれに該当するものであること。 ワーショベル、乗用草刈機等がこれに該当するものであること。

なお、これらのうち、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の なお、これらのうち、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の

規定により登録を受けている自動車及び自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号） 登録を受けている自動車及び自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）

第１１４条第１項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車で同 第１１４条第１項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車で同

条第３項の規定により番号及び標識が付されているものは、免税対象から除かれ 条第３項の 番号及び標識が付されているものは、免税対象から除かれ

ていることに留意すること。したがって、自衛隊の使用する通信の用に供する自 ていることに留意すること。したがって、自衛隊の使用する通信の用に供する自

動車であっても、道路運送車両法第４条の規定により登録を受けている自動車等 動車であっても、道路運送車両法第４条の 登録を受けている自動車等

に該当するものは、免税対象から除外されるものであること。 に該当するものは、免税対象から除外されるものであること。

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略

（７） 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「規則」という。 （７） 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「規則」という。

）附則第４条の７第１項に規定するものには、自衛隊法第１０７条に規定により ）附則第４条の７第１項に規定するものには、自衛隊法第１０７条に規定により
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国土交通大臣の許可を受けないで設置し及び管理する航空保安施設及び航空交通 国土交通大臣の許可を受けないで設置し及び管理する航空保安施設及び航空交通

管制用通信設備も含まれるものであること。また、主として「通信の用に供する 管制用通信設備も含まれるものであること。また、主として「通信の用に供する

機械、 自動車その他これらに類するもの」の維持又は使用のために用いられる 機械及び自動車その他これらに類するもの」の維持、 使用のために用いられる

場合に限り、空調装置、照明器材等についても、課税免除措置の対象となるもの 場合に限り、空調装置、照明器材等についても、課税免除措置の対象となるもの

であるが、単に基地の施設及び設備の維持管理のために用いられるものは、免税 であるが、単に基地の施設及び設備の維持管理のために用いられるものは、免税

対象から除かれていることに留意すること。 対象から除かれていることに留意すること。

四 鉄道又は軌道用車両の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅲ） 四 鉄道又は軌道用車両の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅲ）

（一） 鉄道事業又は軌道事業を営む者 （一） 鉄道事業又は軌道事業を営む者

（１） 「鉄道事業又は軌道事業を営む者」とは、鉄道事業法（昭和６１年法律 （１） 「鉄道事業又は軌道事業を営む者」とは、鉄道事業法（昭和６１年法律

第９２号）第３条の規定により許可を受けて鉄道事業を経営する者又は軌道法 第９２号）第３条の規定により免許を受けて鉄道事業を経営する者又は軌道法

（大正１０年法律第７６号）第３条の規定により特許を受けて軌道事業を経営 （大正１０年法律第７６号）第３条の規定により免許を受けて営業 を営む

する者がこれに該当するものであること。 者がこれに該当するものであること。

（２）及び（３） 略 （２）及び（３） 略

（二）及び（三） 略 （二）及び（三） 略

五 農業、林業、委託を受けて行う農作業、農地の造成又は改良並びに素材生産業 五 農業、林業、委託を受けて行う農作業、農地の造成又は改良並びに素材生産業

の用に供する機械の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅳ） の用に供する機械の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅳ）

（１）～（６） 略 （１）～（６） 略

（７） 農業又は林業の用に供する機械、委託を受けて行う農作業の用に供する （７） 農業又は林業の用に供する機械、委託を受けて行う農作業の用に供する

機械及び農地の造成又は改良の用に供する機械の取扱いについては、次の諸点 機械及び農地の造成又は改良の用に供する機械の取扱いについては、次の諸点

に留意されたいこと。 に留意されたいこと。

ア 略 ア 略

イ 免税の対象となる機械の種類及びその範囲を例示すれば、おおむね次の イ 免税の対象となる機械の種類及びその範囲を例示すれば、おおむね次の

とおりであること。 とおりであること。

（ア）～（ク） 略 （ア）～（ク） 略

（ケ） 可搬式チップ製造機 （ケ） 可搬式チップ製造機

なお、「可搬式チップ製造機」とは、いわゆるポータブルチッパーを なお、「可搬式チップ製造機」とは、いわゆるポータブルチッパーを
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いうものであるが、可搬式チップ製造機と一体になって装置されている いうものであるが、可搬式チップ製造機と一体になって装置されている

スクリーン（篩）についても免税機械として取り扱うものであること。 スクリーン（篩）についても免税機械として取り扱うものであること。

また、可搬式チップ製造機と一体になって装置されていないスクリーン なお、可搬式チップ製造機と一体になって装置されていないスクリーン

又はバーカー（剥皮機）及びチップカーは免税の対象とはならないもの 又はバーカー（剥皮機）及びチップカーは免税の対象とはならないもの

であること。 であること。

ウ 略 ウ 略

六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑦） 六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑦）

（一）～（三） 略 （一）～（三） 略

（四） 地熱資源開発事業

（１） 「地熱資源の開発」とは、地質構造等の調査、調査井の掘削、環境調

査、各種補足調査、生産井の掘削及び還元井の掘削等地熱資源の利用を目的

とする一連の行為をいうものであること。

（２） 「地熱資源開発事業を営む者」とは、温泉法（昭和２３年法律第１２

５号）第３条第１項の都道府県知事の許可を受けて、地熱資源の開発を目的

として掘削する者をいうものであること。

（３） 「動力付試すい機」とは、通常「ボーリング機械」と称するものをい

うものであるが、自走能力を有する機械はこれに含まれないものであること

。

（四） 鉱物（岩石及び砂利を含む。）の掘採事業 （五） 鉱物（岩石及び砂利を含む。）の掘採事業

（１） 「動力付試すい機」とは、通常「ボーリング機械」と称するものをい （１） 「動力付試すい機」 は、六（四）（３）にいう機械と同様

うものであるが、自走能力を有する機械はこれに含まれないものであること であること

。 。

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略

（５） 課税免除される「掘採、積込み又は運搬のために使用する機械」とは （５） 課税免除される「掘採、積込み及び運搬のために使用する機械」とは

、削岩機、試すい機、パワーショベル、ドラグライン、クラムシエル、ドラ 、削岩機、試すい機、パワーショベル、ドラグライン、クラムシエル、ドラ

グショベル、スクレーパ、ブルドーザー、砂利採取船、可搬式砂利採取機（ グショベル、スクレーパ、ブルドーザー、砂利採取船、可搬式砂利採取機（
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砂利採取車）、サンドポンプ、ショベルローダー、トラクターショベル、オ 砂利採取車）、サンドポンプ、ショベルローダー、トラクターショベル、オ

ーバーローダ、ドーザショベル、バケットローダ、ダンプカー、トラックそ ーバーローダ、ドーザショベル、バケットローダ、ダンプカー、トラックそ

の他これらと類似の機能を有する機械をいうものであること。 の他これらと類似の機能を有する機械をいい、

なお、これらの機械のうち、道路運送車両法第４条の規定により登録を受 これらの機械のうち 道路運送車両法第４条の規定により登録を受

けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバー けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバー

プレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら鉱物、岩石又 プレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら鉱物、岩石又

は砂利の掘採、積込み及び運搬の用に供されるものであっても課税免除の対 は砂利の掘採、積込み及び運搬の用に供されるものであっても課税免除の対

象とならないものであること。 象とならないものであること。

（五） とび・土工工事業（規則附則第４条の７⑤） （六） とび・土工工事業（規則附則第４条の７⑤）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（３） 「専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械 （３） 「専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械

」とは、くい打ち機、くい抜き機のほか、専ら掘削又は運搬の用に供される 」とは、くい打ち機、くい抜き機のほか、専ら掘削又は運搬の用に供される

ブルドーザー、 トラクターショベル、パワーショベル、バックホウ、ドラグ ブルドーザー、 トラクターショベル、パワーショベル、バックホウ、ドラグ

ライン、クラムシエル、クローラードリル、アースドリル、クレーンその他 ライン、クラムシエル、クローラードリル、アースドリル、クレーンその他

これらと類似の機能を有する機械をいうものであること。 これらと類似の機能を有する機械をいい、

なお、これらの機械のうち、カタピラを有しないもの又は道路運送車両法 これらの機械のうち、カタピラを有しないもの又は道路運送車両法

第４条の規定により登録を受けているものは除外されるものであること。し 第４条の規定により登録を受けているものは除外されるものであること。

たがって、その稼働の実態が専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬の用に したがって、その稼働の実態が専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬の

供される建設機械であっても、カタピラを有しない機械又はいわゆるナンバ 用に供される建設機械であっても、カタピラを有しない機械又はいわゆるナ

ープレートをつけている機械は、課税免除の対象とならないものであること ンバープレートをつけている機械は、課税免除の対象とならないものである

。 こと。

（六） 鉱さいバラス製造業 （七） 鉱さいバラス製造業

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（七） 港湾運送業 （八） 港湾運送業

略 略

（八） 倉庫業 （九） 倉庫業
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（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（九） 鉄道（軌道を含む。以下同じ。）に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物 （十） 鉄道 に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物

積卸業 積卸業

（１） 「鉄道に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者」とは、 （１） 「鉄道に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者」とは、

貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）第３条第１項の規定により鉄 貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）第３条第１項の規定により鉄

道 に係る第一種貨物利用運送事業の登録若しく 道（軌道を含む。以下同じ。）に係る第一種貨物利用運送事業の登録若しく

は同法第２０条の規定により鉄道に係る第二種貨物利用運送事業の許可を受 は同法第２０条の規定により鉄道に係る第二種貨物利用運送事業の許可を受

けて貨物利用運送事業を営む者又は鉄道により運送される貨物の鉄道の車両 けて貨物利用運送事業を営む者又は鉄道により運送される貨物の鉄道の車両

への積込み若しくは取卸しの事業を営む者がこれに該当するものであること への積込み若しくは取卸しの事業を営む者がこれに該当するものであること

。 。

（２） 略 （２） 略

（十） 航空運送サービス業（規則附則第４条の７⑤・⑥） （十一） 航空運送サービス業（規則附則第４条の７⑤・⑥）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（十一） 廃棄物処理事業 （十二） 廃棄物処理事業

（１）～（４） 略 （１）～（４） 略

（５） 「専ら廃棄物の処分のために使用する機械」とは、廃棄物及び覆土の （５） 「専ら廃棄物の処分のために使用する機械」とは、廃棄物及び覆土の

積込み、運搬、転圧等、廃棄物の埋立に密接不可分な作業を行う場合に使用 積込み、運搬、転圧等、廃棄物の埋立に密接不可分な作業を行う場合に使用

するもののみがこれに該当するものであり、例えばスクレーパ、ドラグライ するもののみがこれに該当するものであり、例えばスクレーパ、ドラグライ

ン、コンパクタホイル・ドーザ、ホイル・ローダ、クローラ・ローダ、トラ ン、コンパクタホイル・ドーザ、ホイル・ローダ、クローラ・ローダ、トラ

ックその他これらと類似の機能を有する機械をいうものであること。 ックその他これらと類似の機能を有する機械をいい、

なお、これらの機械のうち、道路運送車両法第４条の規定により登録を受 これらの機械のうち、道路運送車両法第４条の規定により登録を受

けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバー けているものは除外されるものであること。

プレートをつけているこれらの機械は、その稼働実績が専ら廃棄物及び覆土 したがって、いわゆるナンバープレートをつけている機械は、その稼働実

の積込み、運搬、転圧等の用に供されるものであっても課税免除の対象とな 績が専ら廃棄物及び覆土の積込み、運搬、転圧等の用に供されるものであっ

らないものであること。 ても課税免除の対象とならないものであること。

（十二） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦） （十三） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦）



- 6/7 -

（１）～（11） 略 （１）～（11） 略

（十三） 木材市場業（規則附則第４条の７⑧） （十四） 木材市場業（規則附則第４条の７⑧）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（十四） 堆肥製造業（規則附則第４条の７⑨） （十五） 堆肥製造業（規則附則第４条の７⑨）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（３） 「専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原 （３） 「専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原

材料の 積卸し若しくは運搬のために使用する機械」とは、専ら堆肥の製造 材料のの積卸し若しくは運搬のために使用する機械」とは、専ら堆肥の製造

工程において使用される機械又は製品若しくはその原材料の積卸し若しくは 工程において使用される機械又は製品若しくはその原材料の積卸し若しくは

運搬のために使用される機械をいい、ショベルローダ、フォークローダ、バ 運搬のために使用される機械をいい、ショベルローダ、フォークローダ、バ

ックホー、パワーショベル、ブルドーザー、フォークリフト等がこれに該当 ックホー、パワーショベル、ブルドーザー、フォークリフト等がこれに該当

するものであること。 するものであること。

なお、これらの機械のうち、 道路運送車両法第４条の規定により登録を受 なお、これらの機械のうち、 道路運送車両法第４条の規定により登録を受

けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバー けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバー

プレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら堆肥の製造工 プレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら堆肥の製造工

程において使用される機械又は製品若しくはその原材料の積卸し若しくは運 程において使用される機械又は製品若しくはその原材料の積卸し若しくは運

搬のために使用される機械であっても課税免除の対象とならないものである 搬のために使用される機械であっても課税免除の対象とならないものである

こと。 こと。

（十五） 索道事業 （十六） 索道事業

（１） 「専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特 （１） 「専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特

殊な構造を有する装置を備えた機械」とは、専らスキー場（ゲレンデ、スキ 殊な構造を有する装置を備えた機械」とは、専らスキー場（ゲレンデ、スキ

ーコース及びハーフパイプにおける滑走面をいう。以下同じ。）の整備のた ーコース及びハーフパイプにおける滑走面をいう。以下同じ。）の整備のた

めに使用される圧雪のための特殊なカタピラを備えた機械をいい、具体的に めに使用される圧雪のための特殊なカタピラを備えた機械をいい、具体的に

はいわゆるゲレンデ整備車又は 圧雪車がこれに該当するものであること はいわゆるゲレンデ整備車あるいは圧雪車がこれに該当するものであること

。 。

なお、いわゆる雪上車、ブルドーザー、バックホー等については、スキー なお、いわゆる雪上車、ブルドーザー、バックホー等については、スキー

場の整備のために使用されるものであっても、課税免除の対象にならないも 場の整備のために使用されるものであっても、課税免除の対象にならないも
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のであるので留意すること。 のであるので留意すること。

（２） 「 専ら当該スキー場の整備のために使用する 雪を製造するための （２） 「（専ら当該スキー場の整備のために使用する）雪を製造するための

装置を備えた機械」とは、専らスキー場の整備のために使用される人工的に 装置を備えた機械」とは、専らスキー場の整備のために使用される人工的に

雪を製造し、当該製造した雪を降らせるための装置を備えた機械をいい、具 雪を製造し、当該製造した雪を降らせるための装置を備えた機械をいい、具

体的には自走式又は固定式降雪機（降雪機に空気を供給するためのコンプレ 体的には自走式又は固定式降雪機（降雪機に空気を供給するためのコンプレ

ッサー等降雪機に附随する装置を含む。）がこれに該当するものであること ッサー等降雪機に附随する装置を含む。）がこれに該当するものであること

。 。

なお、いわゆる投雪機については、スキー場の整備のために使用されるも なお、いわゆる投雪機については、スキー場の整備のために使用されるも

のであっても、課税免除の対象にならないものであるので留意すること。 のであっても、課税免除の対象にならないものであるので留意すること。

（３） 略 （３） 略


